
  

 

      

 
１．団員登録は、満３歳（４月１日時点）以上から！ 
  ⇒ただし、小学生未満の者については、活動内容、受入体制、当該者の体力、運動能力などを十分に考慮し

た上で、受入可能な場合に限り登録することとしてください。 

必ずしも各団の規約や加入要件を満３歳以上にするというものではありません。 

 
２．登録期間は、７月３１日までです！ 

※Ｗｅｂ登録は、７月3１日（金）まで可能ですが、登録後の配布物（ワッペンなど）を6月5日（金）の

指導者協議会総会で配布します。可能な限り5月３１日（日）までに登録申請を行ってください。 

※総会が延期となった場合は、郵送でのお渡しとなります。 

※インターネットができる環境が無い団は、事務局にご相談ください。 

 

３．登録手続きについて 
※基本的に各単位団に、インターネットを用いた登録をお願いしています。 

※インターネットの環境が無い方や、インターネットでの登録が困難な単位団については、紙で 

長崎市スポーツ振興課事務局までご提出いただき、事務局が成り代わって入力を行っています。 

 

    

  

https://jjsa-entry.japan-sports.or.jp/login にアクセス 

 

【スポーツ少年団登録システム ログイン画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和8年度スポーツ少年団登録について～ 

ログインIDとパスワード

をログイン画面に入力 



 

   

    

 

 

 

すべての登録情報を入力後、いずれかの方法にて登録料の入金（登録料の確認）を行ってください。 

① クレジットカード決済 ②コンビニ決済 ③現金決済 ④窓口払い 

 
 

 

 

登録完了後に以下の方法にてお受け取りください。 

  

①6 月 5 日（金）開催の指導者協議会総会（長崎市役所（長崎市魚の町 4-1）2F 多目的スペース１８時～予定）  

   ※総会には、各団から指導者または母集団(保護者)から1名出席願います。 

②事務局で受取 

③郵送 
 

 

●登録申請後に団員の追加登録を行う場合は、事務局にご連絡ください。追加登録の方法をご案内い

たします。ただし、県スポ少の登録締め切り（9月中旬予定）以降は市スポ少のみの登録となり、

県及び日本スポ少主催事業への参加ができませんのでご注意を。 

 

●市内で活動しているチームでスポーツ少年団に新規登録をしたいという声がありましたら、一度事

務局にご連絡ください。 

 

 

・令和7年度登録の団情報・指導者情報・団員情報は入力されていますので、追加・修正等をして
ください。万が一消えている団員がいる場合は、再度追加してください。 

 ※指導者が消えている場合は、事務局までお知らせください。 
 

【問い合わせ先】 

長崎市スポーツ少年団本部委員会事務局（担当：濱田） 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号（長崎市スポーツ振興課内） 

電話（０９５）８２４－３７２８  FAX（０９５）８２９－１２６２ 

Email：hamada_shinpei@city.nagasaki.lg.jp 


